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新旧対照表 

（件名）鳥羽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第17号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第10項に規定

する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。 

(６) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第10項に規定する小規模保

育事業をいう。 

(６)の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第10項

に規定する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をい

う。 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

(７)～(11) （略） (７)～(11) （略） 

(11)の２ 教育認定子ども 法第27条第１項に規定する教育認定子どもを

いう。 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

(11)の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第27条第１項に規定する満３歳

以上保育認定子どもをいう。 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(11)の４ 保育認定子ども 法第29条第２項に規定する保育認定子どもを

いう。 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

(12)～(27) （略） 

 

(12)～(27) （略） 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育認定

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教

育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第４

項において「選考方法」という。）により選考しなければならない。 

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第４項において「選考

方法」という。）により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る満３歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。）の総数が、当該特定教育・保育施設の同条

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、法第20条第４項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給

付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法又は前項に規定する選考の

方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わ

なければならない。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ教育・保育給

付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

５ （略） 

 

５ （略） 

 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 

 

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第24条第３項（同法第73条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 

 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用

の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用

の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 (３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそ

れぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の

提供 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそ

れぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の

提供 

(ア) 教育認定子ども 77,101円 (ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 満３歳以上保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ（イ）において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６

号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101

円） 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ

（イ）において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

ものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども

（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一

学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて

同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当する

ものを除く。） 

ものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども

（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一

学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）

に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを

除く。） 

(ア) 教育認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修

了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修

了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

(イ) 満３歳以上保育認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち

最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ （略） ウ （略） 

(４)・(５) （略） (４)・(５) （略） 

５・６ （略） 

 

５・６ （略） 

 

（施設型給付費等の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係

る施設型給付費（法第27条第１項の施設型給付費をいう。以下同じ。）の

支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育

給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係

る施設型給付費（法第27条第１項に規定する施設型給付費をいう。以下同

じ。）の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教

育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教

育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教

育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・

保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければなら

ない。 

 

保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・

保育を提供したことを証する書類を教育・保育給付認定保護者に対して交

付しなければならない。 

 

（運営規程） （運営規程） 

第20条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７) 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当

たっての留意事項（第６条第２項に規定する選考方法及び同条第３項に

規定する選考の方法を含む。） 

(７) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定

教育・保育施設の利用に当たっての留意事項（第６条第２項及び第３項

に規定する選考方法を含む。） 

(８)～(11) （略） 

 

(８)～(11) （略） 

 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第33条の10第１項各号（幼保連携型認定こども園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の２第１項各

号、学校教育法第１条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員

にあっては、同法第28条第２項において準用する認定こども園法第27条の

２第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第33条の10第１項各号（幼保連携型認定こども園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の２第１項各

号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第28

条第２項において準用する認定こども園法第27条の２第１項各号）に掲げ

る行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同 第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

じ。）が教育認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34

条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

じ。）が法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、当該特別利用保育に係る教育認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第19条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、当該特別利用保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定

められた法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数

を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施

設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項

中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「教育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、

「同号」とあるのは「同条第２号」と、第13条第２項中「法第27条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中

「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども（特別利用保育を受ける

者を除く。）」と、同号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」とある

のは「満３歳以上保育認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施

設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項

中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受

ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」と
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とする。 

 

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が満３歳以上保育認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合

には、法第34条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第

１項第２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る満３歳以上保育認定子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している教育認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第19条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定め

られた法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を

超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施

設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条

第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中

「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供し

ている施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「利用の申込みに

係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

「教育認定子どもの総数」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施

設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条

第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中

「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供し

ている施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「利用の申込みに

係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
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育認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育

認定子ども」とあるのは「教育認定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは

「満３歳以上保育認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とす

る。 

 

の総数」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる」を

「同条第１号に掲げる」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育

を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

除く。）」とする。 

 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において

同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保

育事業Ａ型（鳥羽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第18号。以下「家庭的保育事業等条例」という。）

第27条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（家庭的保育事業等条例第27条に規定する

小規模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項において同じ。）にあっては６

人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型（家庭的保育事業等条例第27条に規

定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第３条において同じ。）にあって

は６人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において

同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下とし、小規

模保育事業Ａ型（鳥羽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成26年条例第18号。以下「家庭的保育事業等条例」とい

う。）第28条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項におい

て同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（家庭的保育事業等条例第31条に規定

する小規模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項において同じ。）にあって

は６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（家庭的保育事業等条例第

33条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第３条において同じ。）

にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては１人と

する。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以

上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の

各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保

育事業所」という。）ごとに、法第19条第３号に掲げる小学校就学前子ど
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業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満１歳に満たない小学校就学

前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとす

る。 

もに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保

育事業等条例第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置し

て行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、

事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法

第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るものに

あっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をい

う。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小学校就学

前子どもごとに定める法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(１) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育

事業 法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(２) 事業所内保育事業 法第43条第３項に規定する労働者等監護満３歳

未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第19条第３号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）

は、満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第19条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 （略） 第39条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）

は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している
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及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章（第43条第１項を除

く。）において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、法第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定こどもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定こ

どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）

は、利用の申込みに係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子ども

の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 前２項の特定地域型保育事業者は、前２項に規定する選考の方法をあ

らかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければ

ならない。 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、同項に規定する選考方法をあらかじ

め教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならな

い。 

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である

場合その他利用申込者に係る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育

を提供することが困難である場合は、第42条に規定する連携施設その他の

適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である

場合その他利用申込者に係る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な

教育・保育を提供することが困難である場合は、第42条に規定する連携施

設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する

等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 
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第40条 （略） 第40条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに該当する支給認定子ども

に係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第３項（同法

附則第73条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならな

い。 

 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに該当する支給

認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第

３項（同法第73条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。 

 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、

保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保

育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、

満３歳未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特

定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以

下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島

その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認め

るものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者について

は、この限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以

下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島

その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認め

るものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者について

は、この限りでない。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定

地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援

（次項において「保育内容支援」という。）を実施すること。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集

団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施するこ
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と。 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 当該特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第６項、第７項、第11項及び第12項において同じ。）により特定地

域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、第７項及び第12

項において同じ。）の提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事

業所内保育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37

条第２項に規定するその他の法第19条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに限る。第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提

供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育・保育を提供すること。 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満

保育認定子どもにあっては、第37条第２項に規定するその他の小学校就

学前子どもに限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保育

事業者は、児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるも

の（入所定員が20人以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小規模保育

事業を行う事業所であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲

げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保育

事業者は、児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるも

の（入所定員が20人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認める

ものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）

は、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第

３号に係る連携協力を求めることを要しない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

９ （略） ８ （略） 

10 （略） ９ （略） 

11 （略） 10 （略） 
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12 （略） 

 

11 （略） 

 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者に限る。）から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法

第29条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教

育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法

第29条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 特定地域型保育事業者は、前４項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護

者に対し交付しなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護

者に対し交付しなければならない。 

６ （略） 

 

６ （略） 

 

（運営規程） （運営規程） 

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（第50条において準用する第23条において「運営

規程」という。）を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（第50条において準用する第23条において「運営

規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７) 特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当

たっての留意事項（第39条第２項及び第３項に規定する選考の方法を含

む。） 

(７) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定

地域型保育事業の利用に当たっての留意事項（第39条第２項に規定する

選考方法を含む。） 

(８)～(11) （略） 

 

(８)～(11) （略） 

 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第47条 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し、適切な特定地 第47条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対し、適
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域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地

域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならな

い。ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りでない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地

域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならな

い。ただし、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第49条 （略） 第49条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対する特定地域型保育の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地

域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

(１)～(５) （略） 

 

(１)～(５) （略） 

 

（準用） （準用） 

第50条 第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業

者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場

合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（教育認定子どもを除く。以下この節におい

て同じ。）について」と、第14条第１項中「施設型給付費（法第27条第１

項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費（法第29

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において」

と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２

第50条 第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業

者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場

合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）について」

と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14

条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条

第１項中「特定教育・保育に係る施設型給付費（法第27条第１項に規定す
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項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明

書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、

第25条中「各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職

員にあっては、認定こども園法第27条の２第１項各号、学校教育法第１条

に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第28

条第２項において準用する認定こども園法第27条の２第１項各号）」とあ

るのは「各号」と読み替えるものとする。 

 

る施設型給付費をいう。以下」とあるのは「特定地域型保育（特別利用地

域型保育及び特定利用地域型保育を含む。第50条において準用する次項及

び第19条において同じ。）に係る地域型保育給付費（法第29条第１項に規

定する地域型保育給付費をいう。以下この項及び第50条において準用する

第19条において同じ。）」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保

育給付費の」と、同条第２項及び第19条中「特定教育・保育」とあるのは

「特定地域型保育」と、同条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育

給付費」と、第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の

運営についての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。以下この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提

供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（第52条

第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる満３歳以上保育認定子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により

定められた利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１

項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項

の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保
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育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項及び第52条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、この章（第37条第３項、第39条第３項及び第40条第２項

を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条

を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。第

52条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第39

条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子

どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学

校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章（第43条第１項を除く。）において同

じ。）」とあるのは「教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除き、第52条第１項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象と

なる満３歳以上保育認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「法

第19条第３号」と、「法第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育

事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法に

より」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる教育認定こど

もに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第

29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２

育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

この章（第40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条ま

で（第10条及び第13条を除く。次条第３項において同じ。）、第17条から

第19条まで及び第23条から第33条までを含む。）の規定を適用する。この

場合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲

げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象と

なる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子ども

が優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本

方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別

利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４
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項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２

項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条

第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第

５項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。 

 

項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「第２項か

ら第４項まで」とする。 

 

第51条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に

限る。以下この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域

型保育を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の

認可基準を遵守しなければならない。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数

が、第37条第３項の規定により定められた利用定員の数を超えないものと

する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章

（第37条第２項、第39条第２項及び第40条第２項を除き、第50条において

準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条までを含む。）の規定を適用する。こ

の場合において、第39条第３項中「第19条第２号」とあるのは「第19条第

１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又

は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第19条第２

号」と、「法第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保

育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号

イ又はロに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前４

項」とあるのは「前３項」とする。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。以下この条において同じ。）が満３歳以上保育認定子どもに対し特定

利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提

供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る満３歳以上保育認定子ど

も及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ど

も（第51条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもを含む。）の

総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないも

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象
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のとする。 となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められ

た利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章

の規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保

育の対象となる満３歳以上保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２

項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４

項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地

域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満

３歳以上保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）に係

る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と

する。 

 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章

の規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保

育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象

となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認

定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもを

いう。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」とする。 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第18号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児のうち、満３歳に満た

ない者（法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同条第11項第

２号又は同条第12項第２号の規定に基づき保育が必要と認められる児童

であって満３歳以上のものについて保育を行う場合若しくは同条第10項

第３号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上のもの

について保育を行う場合にあっては、満３歳に満たない者及び当該満３

歳以上の児童）をいう。 

(３) 幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児のうち、満３歳に満た

ない者（法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同条第11項第

２号又は同条第12項第２号の規定に基づき保育が必要と認められる児童

であって満３歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、満３歳

に満たない者及び当該満３歳以上の児童）をいう。 

(４)～(９) （略） 

 

(４)～(９) （略） 

 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第14条

第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17

条第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が

適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了

後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第

120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育

をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項（法第６条の３第10項第３号に掲げる事業（以下「満３歳以

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第14条

第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17

条第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が

適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了

後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第

120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育

をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成
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上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定

小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事

項）に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律

第65号）第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定

する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園を

いう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな

い。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難で

あると市長が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業

を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等

については、この限りでない。 

24年法律第65号）第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同

項に規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こ

ども園をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく

困難であると市長が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保

育事業を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事

業者等については、この限りでない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 当該家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第６項及び第７項において同じ。）により保育の提供を受けていた

利用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所

内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第42条に規

定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１号にお

いて同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業

をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその

他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供すること。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的

保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの

（入所定員が20人以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小規模保育事

業を行う事業所であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければ

７ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的

保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの

（入所定員が20人以上のものに限る。）を第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 
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ならない。 

(１)・(２) （略） 

 

(１)・(２) （略） 

 

（家庭的保育事業所等内部の規程） （家庭的保育事業所等内部の規程） 

第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員（満３歳以上限定小規模保育事

業者にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員） 

(６) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(７)～(11) （略） 

 

(７)～(11) （略） 

 

（小規模保育事業の区分） （小規模保育事業の区分） 

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型

（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）及び小規模保育事業Ｃ型（満

３歳以上限定小規模保育事業を除く。）とする。 

 

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及

び小規模保育事業Ｃ型とする。 

 

（職員） （職員） 

第29条 （略） 第29条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号又は第３号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(４) （略） (４) （略） 
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３ （略） 

 

３ （略） 

 

（利用定員） （利用定員） 

第35条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第10項第１号の規定にか

かわらず、その利用定員を６人以上10人以下とする。 

 

第35条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第10項の規定にかかわら

ず、その利用定員を６人以上10人以下とする。 

 

（準用） （準用） 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模型事業所内保

育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業

を行う者（次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。）」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者（第48条において準用する

次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」

と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業

所内保育事業者」と、第28条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは

「調理設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第48条において準用する第４

号において同じ。）」とする。 

 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模型事業所内保

育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業

を行う者（次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。）」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者（第48条において準用する

次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」

と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業

所内保育事業者」と、第28条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは

「調理設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第48条において準用する第４

号において同じ。）」と、同条第４号中「次号」とあるのは「第48条にお

いて準用する次号」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

附 則 

 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者及び特例

保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法
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であって、子ども・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援

その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第６

条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する日まで

の間、連携施設の確保をしないことができる。 

 

第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第６条第１項の規定にかかわらず、施

行日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないこ

とができる。 

 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係

る特例） 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係

る特例） 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子

育て支援法第27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事

業等（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）が不足していることに鑑

み、当分の間、第29条第２項各号又は第44条第２項各号に定める数の合計

数が１となる時は、第29条第２項又は第44条第２項に規定する保育士の数

は１人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が１人と

なる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると

市長が認める者を置かなければならない。 

 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子

育て支援法第27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事

業等が不足していることに鑑み、当分の間、第29条第２項各号又は第44条

第２項各号に定める数の合計数が１となる時は、第29条第２項又は第44条

第２項に規定する保育士の数は１人以上とすることができる。ただし、配

置される保育士の数が１人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同

等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市国民健康保険税条例（昭和35年条例第2号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、三重県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金

（以下この条において「介護納付金」という。）及び子ども・子育て支

援法（平成24年法律第65号）の規定による子ども・子育て支援納付金

（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、三重県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付

金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（三重県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭和25年法律第

226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定する18歳以上被保

険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加

算した額とする。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.2を

乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.2を乗じて算定する。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に
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あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３、第９条の７及び第23条第１項において同じ。）及び特

定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。第３号、第７条の３、第９条の７及び第23条第１

項において同じ。）以外の世帯 20,300円 

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の３及び第23条第１項において同じ。）

以外の世帯 20,300円 

(２)・(３) （略） 

 

(２)・(３) （略） 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100

分の0.3を乗じて算定する。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

1,100円とする。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条の６ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保

険者１人について60円とする。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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別平等割額） ＿＿＿＿＿＿ 

第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 特定世帯 350円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

(３) 特定継続世帯 525円 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用については、第

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中
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３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第

１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 

「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条

第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の

２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡

所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額」とする。 

７ （略） ７ （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
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「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。 

金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

９ （略） ９ （略） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
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所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と

する。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」とする。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16

条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、

第９条の４及び第23条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16

条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第23条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項にお
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16条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の

額（以下この条及び第23条第１項において「特例適用利子等の額」とい

う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額

（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用利子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条

及び第23条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第

３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以

下この条及び第23条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の

合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用配当等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び

第23条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法

第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計

額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
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法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額」とする。 

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」

とする。 

17・18 （略） 17・18 （略） 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市介護保険条例（平成12年条例第1号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

附 則 

 

附 則 

 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第11条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該

保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方

税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市

町村に住所を有する者（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住

民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下こ

の条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に

給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28条第１項に規

定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての

第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第

11号ア及び第12号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第６号ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規

定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額

をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規

定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収

入金額から550,000円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿_ 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第２条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア

及び第12号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）」とあるのは、「合計所

得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれて

いる場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によっ

て計算した金額に100,000円を加えた額によるものとし、租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第２

条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号

ア及び第12号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６

号ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）」とあるのは、「合計

所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をい

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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い、当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定に

よって計算した金額に650,000円から令和７年給与所得控除額（令和７年

中の所得税法第28条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等

の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第

１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表

により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第12条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての

第２条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯

の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該

該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

る者とみなす。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度

分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有

しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市

町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有す

るもの（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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記録されている者とみなされた者を含む。） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下

である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が100,000円以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の

収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」と

いう。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求

めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控

除して得た額以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た

額以下である場合 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が100,000円以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準

に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除

して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該

給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により

当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を

控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲

げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該

当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による

市町村民税が課されている者とみなす。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第13条 市長は、令和８年度分の保険料について、第８条の規定にかかわ

らず、市長が特に必要と認める者に対し、申請によらずに減免することが

できる。 

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

 

 


